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藻類バイオマス研究と法務全般 
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「新しいエネルギー藻類バイオマス」p240 図7-3「藻類大量生産の流れ」 参照 

培養法
選定 

特許出願（共同研究・共同出願） 

工夫・知見をﾉｳﾊｳ（「営業秘密」不正競争防止法第2条第6項）管理 

特区実証実験・事業性の検討（規制緩和） 

国外遺伝資源ｱｸｾｽ
（生物多様性条約） 

工業廃水・下水 
ﾘｻｲｸﾙ（行政法） 

高付加価値副産物 
（共同研究） 

農地法 
（行政法） 

契約業務（共同研究契約・共同出願契約・MTA 他） 
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知財管理業務の概要・必要性 

知財 
管理 

1.知財の創造・ 
発掘 

2.知財の固定 
権利化・保護 

3.知財の活用 
収益化 
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大学における特許出願・意義 

発明者：学内研究者 

職務発明・権利承継 
出願人：大学 
存続期間：20年 

 
 

公共機関たる国立大学が特許権を保有する意義 

・出願による発明の公開 ⇔ ノウハウとして秘匿 

・学内研究者の個人負担の軽減 
・学内審査をクリアした知財のみ権利化しレベルを担保 
・市場論理に左右されない  
・ライセンス付与における公平性・基準の担保  
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知財管理の基本姿勢 

１．実用化を目指す燃料開発が目的であること 

   ⇒ 地域連携・産学連携・国際連携・分野連携 

  ⇒ スピード・国際競争力 

 

２．バイオテクノロジー分野の研究であること 

  ⇒ 環境問題への貢献 

  ⇒ 生物多様性への配慮 
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１. 実用化を目指す燃料開発が目的 

○地域連携・産学連携・国際連携・分野連携 
連携の必要性 

研究・教育機関である筑波大のリソースを基盤とした微細藻類バイオ燃料事業
化の早期実現のため、地域連携・産学連携・国際連携・分野連携を推進し知見・
技術等を相互補完 

契約書の必要性 

上記の連携は、事業化に利益な研究成果を求めるものである以上、当事者間
の権利義務の有無・範囲を確定する事前の契約が不可欠 

○スピード・国際競争力 

・早期審査請求制度 
・特許協力条約（PCT；Patent Cooperation Treaty）による外国出
願 
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早期審査制度 
～基本特許出願の早期知財化～ 

【目的】 

発明が特許権として成立すれば、筑波大には独占排他権が付与され、同時に、ライセ
ンス等を通じて発明の活発な利用が可能となる。 

⇒特区、共同研究 

【問題】 

ところが、審査請求後、最初の通知（特許査定または拒絶理由通知）が発送されるまで、 

平均28.7ヶ月（H22：特許庁データ）  ・・・遅い・・・ 

 

【手段・効果】 

早期審査制度 

一定の要件を具備した出願を対象に、特許庁の運用によって実施（特許法第48条の6
優先審査制度と異なる）。早期審査の申出から、 

平均1.7ヶ月（H22 ：特許庁データ）で最初の通知発送（料金不要） 

 

※スーパー早期審査（H20.10.1試行開始）平均25日 
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特許協力条約（PCT）による外国出願 

(1) PCT制度の利点 

ある発明について複数の国で特許を取得したい場合、
出願人が一つの特許庁に、一つの言語で作成した、一
つの国際出願をすれば、すべてのPCT締約国を特許取

得のために指定したものとみなされ、指定されたすべて
の締約国において国際出願日に正規の国内出願をした
とものとみなされること 

(2)出願手続の統一に関する条約 

特許を付与する制度ではない 
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2. バイオテクノロジー分野の研究 

○環境問題への貢献度が高い発明であること 

 工業廃水利用・下水処理（東北震災復興支援） 

 

○微生物特許 

 論文発表と、特許出願との時的順序 

 

○生物多様性条約 

 研究に遺伝資源の移転が伴う場合の配慮 

 Material Transfer Agreement （MTA；遺伝資源移転契約） 
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ご提案 

知財の権利化と標準化の連携 

国際 

標準化
戦略 

互換性・相互接続性 

例：電気自動車のﾌﾟﾗｸﾞ 
・NWﾌﾟﾛﾄｺﾙ 

品質・安全性 

例：ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 

試験方法・評価方法 

管理システム 

例：ISO9001 

例：排ｶﾞｽ測定方法 

藻類由来オイルの 
品質規格 藻類由来オイルの 

インフラ規格 

藻類由来オイルの 
安全規格 

藻類由来オイルの 
特性評価方法 

藻類由来オイルの 
課税標準 
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ご提案. 知財の権利化と標準化 

○知財の権利化（競争戦略）と標準化（協調戦略）の連携 
 

  競争戦略 

①秘匿化 

②独占・群特許 
③ライセンス 
    ↓ 

 ＜差別化＞ 

 

    
   協調戦略 

①標準化 

②技術の無償提供 
③ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ        
     ↓ 

＜技術の普及＞ 
 
 

 

連
携 
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ご提案. 知財の権利化と標準化 

現在：特許群形成による競争戦略に集中 
↓ 

とはいえ本研究は地域連携・産学連携・ 
国際連携・分野連携を軸に展開しており 

標準化への素地あり          
↓ 

将来：標準化による協調戦略も視野に！ 
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ご清聴ありがとうございました。 
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